
 

 

「群馬県ハンセン病パネル展」を開催します。 

毎年６月２２日 は 「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」 です 。 

県では、この日にちなみ、県民の皆様にハンセン病を正しく理解していただくことを目的

として、ハンセン病パネル展を開催します。 

 

１ 日 程 

令和６年６月１９日（水）午後１時～５時 

      ２０日（木）午前９時～午後５時 

      ２１日（金）午前９時～正午 

 

２ 場 所 

県庁１階 県民ホール北側（前橋市大手町一丁目１－１） 

 

３ 展示内容 

・ ハンセン病に関するパネルの展示 

・ ハンセン病療養所入所者がかつて園内で取り組んでいた趣味の集いに関する展示 

・ 関係映像の放映（ハンセン病についての説明やインタビュー映像 等） 

 

 

４ 参 考 

「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」について 

 平成１３年６月２２日に「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関

する法律」が施行されたことにちなみ、国ではこの日を「らい予防法による被害者の

名誉回復及び追悼の日」と定め、全国各地でハンセン病に関する周知啓発活動を行っ

ています。 
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